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緒 言

わが国 はGNPに 応 じた多額 の割 当金を国際連合の諸

機関に投 じ,こ れはWHOやUNICEFを 通 じて,発

展途上 国の医療援助に向け られ てい る。結核に関 してい

えば大部分 の発展途上国はBCGワ クチン,一 次抗結核

薬,顕 微鏡か ら注射器,ス ライ ドガラス等に至 るまでの

資材援助 を受け ている。 したがつ てわが国は間接的にで

はあ るが,す でに この面 で大 きな貢献 を しているのであ

る。

しか しここで述べ ようとしているのは,政 府間 ベース

のbilateralな 医療技術協 力である。 これ は コロソボ計

画に基づい た も の で,海 外技術一協力事業団:Overseas

 Technical Cooperation Agency(OTCA)を 通 じて始 め

られ,そ の後移民や経 済協力等の事 業を併 せて発展 した

日本国際協力事業団:Japan International Cooperation

 Agency(JICA)に 引き継が れ て い る。OTCAと 同様

JICAも 外 務省傘下 の法人 である。

JICAを 通 じての医療技術協力は形式的には相 手国政

府 の要請に基づ いて進め られ る。わが国はその要請が妥

当な ものか,受 け入れ可能か,い かな る範囲になすべ き

か等 に関 し調査検討 の後,相 手国 と調印を交 し,協 力事

業 が実現化す る。協 力の内容 は一般に3つ の方向か らな

り,第1は 医療 関係機材 の供与,第2は 専門家 の派遣に

よる技術指導,第3はCounterpartと なる技術者 の招

聴 訓練 か らなつてお り,ま た供与機械 の維持 のために巡

回修理班 が派遣 され ている。

この よ うに調印に よつて定 め られ た医療技術援助 のプ

ロジ ェク トとは関係な くて も,特 定 医療保健技術 の修得

のため個別的に訓練生を受け入れた り,あ るいはわが国

で定期的に行 なわれ ているGroup Training Courseに

参加 させ る とい う援助 もある。 この際,訓 練生の往復 旅

費 お よび滞在費 は 日本国庫か ら出され るJICAの 経費か

ら支給 され る。

い ま一 つ別 口の大 口援助が最近始め られた。それは敗

戦 後続け られ た膨大 な賠償 が完 了 し,そ れに当 て られた

国費を,戦 争 とは関係な く特に貧 しい国の無償援助 のた

めに差 し向け ようとす る ものである。 これ はいまのとこ

ろ外 務省直轄 の援助 であるが,JICAの 医療協力計画 と

も結びついて,JICAの プロジェク トでは不 可能 な大 き

な規模の保健医療施設の建築な どが可能 にな り,2国 間

医療協力を大 き く発展 さす ことに役立 つている。

現在JICAが 進め てい る医療協力の プロジ ェク トはア

ジア,ア フ リカ,中 南米諸国24力 国28件 であ るが,過 去

のものを併す と30力 国50プ ロジェク トに も及ぼ うとして

いる。 これ らの国 々の発展の程度はいろいろで
,技 術 的

に は極 めて低 く,財 政状況 も貧弱な国 もあ り,技 術 的に

は低 いが,国 の財政は近年急速に向上 した国 もあ り
,技

術的に も財政的に もか な りの発展は してい るが,国 全体

に保健 医療 を浸透 さす能力は未だ持たない とい う国 もあ

る。一 方か な りの発展 を示 し,あ る産業ではわが国 と競

合 してい る国 さえ も援助 の対象国 となつ てい る。 したが

つて協力 プロジ ェク トの種類 は多様 であ るが
,大 まかに

分類 す ると次の ごとくまとめ られ る。

1)　地域 保健 医療 に関す る プロジ ェク ト

2)　 特定 疾患対 策に関す るプロジ ェク ト

3)　 特定疾患の研究に関す るプロジェク ト

4)　 医学教育推進に関す るフ.ロジェク ト
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5)　 保健医療 施設の強化に関す るプロジ ェク ト

6)　 家族計画に関す るプロジ ェク ト

多 くの プロジェク トに多少 とも研究業務 は含 まれ てお

り,ま た2つ 以上 の項 目に またが るものもある。同一分

類 中にあつて も規模 はさ まざまで,例 えば(5)の 中には

電子顕微鏡 とそ の附属品 のみを供与機材 とす るものか ら,

癌 セ ンターの各種診断治療機器多数を含む大規模の もの

までに及 んでいる〇

JICAの2国 間協 力に おいては対象 となつ てい るプロ

ジ ェク トまたは援助を行 なつ てい る施設に関連 した人件

費 は勿論,消 耗品 の継続的供与は行なわない方針を貫い

てきた。 したがつ て対象国の国力に不釣合な機 材供 与が

行 なわれ ると,折 角の機器が充分に活用 されなかつた り,

あ るいはその活用のためには多 くの経常 費を必要 とす る

が,利 益を受け るのは一一部の人たちに限 られ,国 全体 の

保健医療には マイナスの効果を及ぼ した とい うプロジ ェ

ク トもなかつたわけではない。

さて結核対策に関す る医療 協力は第2の 分類 中に含 ま

れ るが,第1分 類,す なわ ち地域保健医療に関す るプ ロ

ジ ェク トには,後 で述べ る ように結核が重要な項 目とし

て加わ る ことに なる。

結核対策 に関す る過去の援助事業

OTCAの 医療 協力業務が始 まつ て,未 だ 日の 浅 い時

分か ら,小 規模なが らい くつかの結核 に関す る協力 プロ

ジ ェク トがあつた。例えば タイ国中央 胸部疾 患病院 への

援助においては,外 科,肺 機能,臨 床 検査等 に関す る機

材供与,関 連技術指導 が行なわれ,そ れ ぞれ6ヵ 月ない し

1年 にわた る専 門家の滞在 に よつ て,こ の病院 の レベル

を高め るのに大 きな貢献を した 。イン ドネシァMaluku

州Ambon地 区 の保健所に は医師,検 査技術者 のチ ーム

が派遣 され,地 域 の結核対策に関す る技術指導が行 なわ

れた。

1965年 わ が国はネパール国に対 しX線 自動車,培 養を

含 めた結核菌検査機材 の供与 とそれぞれ の専門家を送 り,

同国か らは感謝 されたが,や が てわが厚生省はWHOか

ら非難 を浴 びせ られた。 この援助は1地 域の限定 された

住民に は恩恵 をほ どこす よ うにみえ るが,ネ パ ール国全

体か らみ ると,全 体的な結核対策を妨 害す るとい うので

あ る。その理由については後に述べ ることか ら自ら明 ら

かにな ろ う。

い ま一つ私の記憶に残 るのは タイ国東北地区 の県病院

に供与 された胸 部外科機器一式 とX線 断層写真装置 であ

る。 これ は,こ の地域 の結核対策 のためには外科的療法

が緊急 的に必要 であると思いつめた結核外科専門家の熱

心 な要請に ほだ され て進め られた もののよ うだが,実 際

に派遣 された専門家は,必 要なのは外科的療法な どでは

な く,公 衆衛生的方法だ とさとるのであ るが1),供 与機

器はほ とん ど活用 されず,持 ち腐 れ となつた。

結核に関す る援助に限 らず,わ が国の過去 の医療援助

の中には相手国 または当方の個 人的興 味に よつ て決定 さ

れ,国 全体への効果に関す る考慮 に欠け ていたために上

記 と類似 した失敗 に終わつ ている ものが ある。

最近 のJICAに おける プロジ ェク トの決定に際 しては,

慎 重な事前調査が行 なわれ,上 述 の ような誤 りのない こ

とを期 してお り,ま た相手 国に おいても全体的立場か ら

の考慮 が払われ る傾 向が生 じている。

結核対策 に関 する発展途上国援助の基本的問題

アジア,ア フ リカお よび中南米の多 くの国 々では,結

核問題 は未だ公衆衛生上 の重要な部門を占め続けてい る〇

対策 の技術的方法は近年新 し く確 立 されたのであ るが,

それ らの国 々自体 で対策を実施に移 すのには,古 い観念

に妨げ られた り,社 会的経 済的な制 約のために多 くの困

難に直面 していた。 これが多少な りとも進歩 してきた の

は,WHOの 技術的運営的な面か らの指導 と,UNICEF

の経 済面か らの援助があつたか らである。す でに緒言 で

述べた ようにBCGワ クチ ン,ツ ベル クリンー次抗結核

薬,結 核菌検査用機材等各 国が年間に必要 とす る量の大

分 が,そ して時に は運営費 までが継続供給 されていたの

であ り,こ の適切 な使用 のためにWHOの 顧問が派遣

され ている。 これ らに要す る費用は膨大 な ものであ るが

限度があ り,WHOは これを最 も効果的に使用 しよ うと

意 図 してい るが,そ れは当然の ことであ る。

この意図に沿つた結核対策の合 理 的 な 指 導 原 理 は

WHOの 結核専門委員会 の第8報 告2)と して1964年 に

初めて公に された。 そ して約10年 間の実施 の経験 とそ の

後の研究成果 を加え,更 に強化推進 させた 内容 をもつた

第9報 告3)が1974年 陣容 を新たに した専門委員会に よつ

て発表 された。 この報告書 にはfoot noteに 「これは国

際的な専 門家 グループの意見 を集めた ものであつ て,必

ず しもWHOの 決定や政策 を代表す るものではない」

と注をつけ ているけれ ども,こ れを基本方針 として指導

が行 なわれ ている ことは確実 であ る。そ していずれかの

先進 国がWHO,UNICEFの 援助を受けてい る発展途

上 国に対 し2国 間援助を与え よ うとす るな らば,第8,

第9報 告書に述べ られた方針を助長 し,そ れ を妨 害 しな

い援助 であ ることを希望 してい るのであ る。

この報告書の内容は対 策の技術面 と実施運用面 とに分

け られ る。技術面についてはす でに大体知 られ ていると

思われ るが,簡 単 に説明 してみ よう。予防 の方法 と して

は専 らBCG接 種 に依存 するが,接 種前 ツ反応検査は実

施 せず,直 接接種 を原則 とす る。 これに よつ て接種効率

を上 げるのみ な らず,他 の ワクチン,こ とに種痘 との同

時接種が推進 され ている。14歳 以下の接種率を急速に上

げる ことを第1目 標 と し,後 は新生児におけ る維持 接種
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を継続す る。化学予防 は患者発見 と,発 見 された患者 の

化学療法 が全国的に浸透す る まで取 り入れ ないとい う方

針を とつ ている。

患 者発見 は咳,痰,胸 痛 などの症状継続2～4週 以上

の もの,血 痰 のあつ た もの等 を随時受診 させ,喀 痰 の塗

抹検査 を主体 とす る もので,最 も危険 な感染源 を迅速に

発 見 され ると評価 され ている。 これ を発症時受身受診 と

いい,こ れ を優先 さす。技術的財源的 な余裕が 出れば,

塗抹陰 性有症状者のX線 検査 を取 り入れ る方針 である。

従 来オ ーソ ドックスの方法 と考 え られ ていた一般住民 の

無差 別X線 間接撮影 は採用 しない。 これ は新 しい塗抹陽

性患者の発生の未然 防止 には貢 献す る ことが極 めて少 な

い とい う評価 さえ出 され てい るか らである。

発見 された患者は治療 に結 びつけなければ結核対策 の

効果は産 まれない。 衛生 思想の低 劣な発展途上 国の患者

の うち症状に苦 しむ ものは,そ れ か ら脱す るために治療

に乗 つて くる。 この点は有症状者受診 の一つ のね らいで

あつたわけであつ たのだが,症 状軽減後 の治療脱落が問

題 であ り,治 療 の管理に 力を注がせ る。一次抗結核薬に

よる初回治療が全国的に徹底す る までは,失 敗例に対す

る二次抗結核 薬に よる再治療 はお預け の方針 を貫 く。 同

一予算な らば安全で有効 かつ安価 な一 次抗結核薬 の供給

を増加 し,治 療範囲の拡大 を行 な う方が結核患者 を減 じ,

感染を防 ぐうえか ら効果的だか らである。治療効果 の判

定 は主 として菌検査 でい く。 許 されれ ば培養 を加 え,X

線検査が加え られ るとして も,治 療開始時 と1年 目で充

分 と考え る。 治療 終了後 の追跡 よりも,治 療 中の服薬管

理に力を尽 くし,終 了後 の悪化 は新発生時 と同様,呼 吸

器症状発現 と関連す るとい う患 者教育 に委ね る。

さて この ような技術 的方針で対策 を進 め ようとす る場

合,運 営上 の組織 が問題 となる。BCG接 種 は国全体 の

接種 率向上 の段 階では専 門チームが行 な うが,毎 年各所

で新 生児 を対 象に接種 を続け,接 種率 を維持す る段階に

な ると,最 末端 の保健 医療施設 に委ね なければ 目的 は達

成で きない。 患者発見の対策に おいて も呼 吸器に関す る

症状を発 した際に痰 を提 出す る方法 を優先 さす のである

か ら,随 時痰を持参 でき る施設 が手近 かに ある ことが必

要であ る。 治療 において も同様 で,化 学療法に おいては

外 来患者におけ る適正 な処 方を脱落 な く行 な うことが最

も重要だ とすれば,注 射 を受けに通 うた めに,ま た脱落

者を発見 し速やかに連絡 を とるために は,非 専門 であつ

て もよいが末端 保健 医療 施設 の網 の 目を細か くし,ス タ

ンダー ドの化療方法を示 して,そ れ ら施設に委ね るのが

全国的な普及をはか る道 である。

この よ うに結核対策の実施は地 域の保健 医療施設全般

を動員 し統合 していかねば実績をあげ ることはできない

とい う考えが,発 展途上国に も近年次第に浸透 してきた。

中国の裸足 の医者 を模範に したVillage Health Work-

erを 作つた り,あ るいは ネパ ールのHealthPostの

よ うな末端の小屋 ともいえ るよ うな施設を増設 した り,

または より広い地域人 口を カバ ーす るHealth Centre

な どが次第に整備 され よ うとしてい る。 しか し医師の配

属 され ることはHealth Centreに おいて も全部 とはい

い難 く,実 際の対策業務は医学補助員の活動 に よつて行

なわれてい る。

したがつ て各種の医学補助員の養成や再訓練 が必要 で

あ り,そ れには中央の専門機関,例 えばNational Tu-

berculosis Institute(NTI)が 当たる。 ここは国全体 の結

核対策 の計画樹立,対 策業務の指導 と管 理な らびに評価

を しなければな らない。そのため正 しい情報収集 と疫学

統計,そ の解析等が最少限度の研究業務 として要求 され

る。末端施設の指導管理や情報 収集にはNTIに 機動 力

を持たせ ることが必要であ り,こ れは現地 におけ る作業

中教育に効果的であ る。 またNTIに は抗酸菌 の中央 検

査室 と しての整備が必要であ り,こ こはmicroscopistの

訓練 を引き受 ける。結核に関す る国民教育の中心はNTI

であ るべ きであ る。

また多 くの場合NTIと 結核対 策を委託 す る末 端 多

目的保健医療施設 と の 中 間 にRegional Tuberculosis

 Centre(RTC)が 設置 され る〇 これは全国を数地域 に分

けた センターであ り,独 立にあ るいは また地域 内の特定

県病院に附属 して設 置 さ れ る。 末端施設の指導監督 を

NTIと 協力 して 進め るとともに,地 域内の中心 として

末端施設 で行なわれ るよ りも,や や高度 な診療技術,例

えば固定X線 装置お よび結核菌培 養が可能 な ように整備

され る。

わが国が発展途上国の結核に関す る医療 援助を行な う

場合には,い ままで述べた よ うな路線 に従 い,上 記各段 階

の活動を助長す るよ うな方針が とられ るようになつた。

例えば アフガニス タンへの援助に お い て は,NTIと

RTCの 整備に協力が進め られてい る。 第1期5力 年 間

の援助は今年度で終了 しよ うとしてい るが,こ の間に こ

れ までの乏 しい疫学的資料か ら結核に関す る各種 の将来

推計を行ない,こ の国の結核対 策7力 年 計画 の資料 を整

え てやつた り,ツ反応 と有症状者調査,菌 検査,一 部胸部

X線 検査に よる結核実態調査を実 施 し,一 方牛結核 との

関連を追求 した り,ま たは治療脱 落の研究 を指導 した り

して,対 策改善の方向を現実 に即 して示 している。NTI

お よびRTCに 対す る機材供与は上述の ごとき範 囲の も

の であ るが,X線 装置の供与に関 しては,次 の ごとき考

慮が払われた〇すなわちWHO,UNICEFはX線 フィ

ル ムの配給は停止 した し,JICAは 原則 として消耗 品の

継続供与は行 なわないので,X線 装置の供与 に お い て

は,フ ィルム購入費用 の節約のため,直 接撮影 を主 とせ

ず,RTCの 日常診断は70mmサ イズの間接撮影 で我

慢す るとい うよ うな方針の援助が行なわれた。 幸いに今
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年 無償援 助でNTIと 主 都のRTCの 建物 の寄贈が決定

したので,内 外充実 した援助が行 なわれ る と期待 され て

お り,JICAに よる援助 も第2期 へ と延長 され る予定 で

ある。

末端施設に対す る援助 の例 と してはネパールのものが

ある。 この国 もアフガニスタン と同様 アジアに おけ る最

貧 国の一つ である とい うことで,無 償援助に よる施設建

設 が決定 し,西 部地域 のHealthPost十 数個所 と,そ

の地域 の臨床検査 センターの贈与が行 なわれ る。 これ ら

を活用 し,WHOの 結核専門委員会 の第9報 告 の 内 容

に ほぼ準拠 した結核対策が重点的に行 なわれ る ことにな

つ た。

最近 タイ国東北地区に対 し地域保健医療へ のJICAベ

ースの技術協 力が決定 した。 タイ国に は従来 ウイルス研

究所や,癌 センターのご とき高級 な施設整備 の援助が行

なわれ てきたが,広 く国民 の保健医療 を向上 さすには中

央 の高級専 門施設 よりも末端 の一般保健医療施設網 の整

備 が緊急 である とい う国際的 な傾 向を反映 しての要請 で

あろ う。 タイ国に おいては結核 はなお相変わ らず重要な

公衆衛生問題 であ り,こ の末端保健所 では勿論結核対策

は重要 な業務 となろ う。 このプ ロジ ェク トの内容をみ る

と,各 保健所に 固定X線 装置 の配置が要請 され てい る。

より低次 な発展途上 国に おい ては この ような末端施設で

X線 を結核対策に利用す ることは予算的に不可能 であ り,

た とえ要請が あつ ても供与を躊躇す るのであるが,タ イ

国においては 自力で必要量 のX線 フ ィルムを供給す るこ

とは可能 であるのであろ う。そ うであれば有 症 状 者 の

Passive case-findingに 固定X線 装置 を導入 して悪 い は

ず はない。

しか しも しわれわれが 自前 でX線 フ ィル ムを充分に供

給す る ことが不可能 な ような国に対 して,第9報 告にあ

る ような方針 を無視 して,い わ ゆるactive case-finding

をX線 を用 いて進 める ような援助を行な うよ うな計画を

樹 てるな らば,必 要量 のX線 フ ィルムの供与を,そ の国

が 自力購入能 力を もつ まで,続 け る必要があ る。あ るい

は また初 回治療が適切 でな く,そ のため失敗例が多い と

い う現実に直面 し,二 次抗結核薬 の供与に よつ てこれを

解決すべ きだ とい う考えか ら,協 力を進め よ うとす るな

らば,高 額 の薬剤を送 り続けなければな らない。 これは

現在JICAの 拒否す る方針であ る。第9報 告に盛 られて

いる ように,そ の ような失敗は 一次抗結核薬に よる初回

治療 の改善に よつ て解決す るとい う方針に よらざるをえ

ないのである。

しか し消耗品 の継続供与は行なわ ない とい うJICAの

基本方針 は考え なお してみ る必要があ るよ うに思われ る。

上述 の ように結核対策におけ る2国 間援助が第9報 告の

線 を大 き く逸脱 して行 なわれ ない限 り,供 与機材 と して

あ まり高級 で高価 な ものは必要 と しない のである。一定

の援助 の予算が各 プロジェク トに与え られ る場合,結 核

対策に関す るプロジェク トにおいては,予 算のかな りの

割合を一次抗結核薬 とかX線 フ ィル ムとかの消耗 品の供

与に振 り向け るな らば,援 助の効果が高 まる場 合が少な

くない。

最近WHOは 国際的援助項 目の重点を次の4つ に向

け ることを決定 した4)。 それは各種 予防接種 の強化,応

急外科の推進,失 明の予防お よび各種熱 帯病 の研究 と訓

練であ る。 このためWHOの 予算が大 き く増 加す る訳

ではな く,他 部への予算をけず ろ うとす る動 きが出てい

るのであつて,現 実に一 次抗結核薬配 分の削減な どが現

れてい る。 しか しこの削減分を直ちに 自国の予算で補 う

ことので きる国は多 くないはずであ り,す でに これに対

す る援助要請 の打診が出 されてい る。2国 間援助で これ

が補え るものな らば相手国に とつては大 きい喜びであろ

う。JICAが 従来の方針を改めて,消 耗 品の継続供 与を

肯定す るとしても,一 定 期間に限 らねばな るまい。 こと

に量については逓減的な計画を望む と思われ る。 しか し

相手国 と しては この計画は 自国の経済 的発展 と関連 づけ

て決めねばな らないが,そ れが樹立 でき難 いのが発展途

上国の多 くが持 つ悩みであ る。

お わ り に

上述の ごとくアフガ ニス タン,ネ パールに は結核対策

への技術協 力が進 め られてお り,タ イ国その他 の地域保

健医療に関す るプロジェク トにおいては,そ の一協力内容

の中に結核問題が重要な部門 として占め られ ねば な らな

い。い ま一つ タンザ ニアに対 して結核対策 の技術協 力が

行なわれてい る。 この国の場合,日 本 の援助 が開始 され

て間 もな く,国 際結核予防連合 の主催に よるSeminarが

同国において開催 され,前 か らこの国の結核に関す る援

助を行なつてい る国 々の代表 も参加 して,国 全体 の結核

対 策の方針 が論ぜ られ,そ の組織に関 して も勧告が行 な

われた5)。 これは この国の実状 を踏 まえた うえで,第9

報告の線に沿つた ものだが,そ の後 同国政府 の歩み 出 し

が遅れてい るので,わ が方は一時援助 の大 き さ を 縮 め

て,新 たな要請を待 つてい る状態に ある。やが ていまま

で よ りも全 般的な プロジ ェク トと して発展す るものと期

待 され ている。

これ らの プロジ ェク トに はわが 国か ら医師,臨 床検査

技 師,放 射線技師 あるいは保健婦等 の各種専門家 の派遣

が必 要であ り,上 述 した ような発展途上 国に おけ る結核

対策 への理解 を深 めた専 門家た ちが相次 いで派遣 できる

か否 かが,各 プロジ ェク トの成功か否か を決定す るので

あ る。

現在 結核 予防会結核研究所に は 日本政府 とWHOの

共催に よる 「結核対策に 関す る研修 コース」 があ り,ア

ジア,ア フ リカ,中 南米諸国か ら毎年20名 近 くの医師の
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参加があ る。 また別 に コロソボ計 画に よる 「細菌検査研

修 コース」があ り,こ れに も上記諸国か ら技術 者の参 加

があ る。 日本か ら派遣 され る専門家たちが事前に これ ら

コースに参加 しても らえ るとい ろい ろな点で大 きな利益

が あ り,JICAは そ の場合滞在費そ の他の費用を負担 し

ている。 また上記医師研修 の場合,研 修 コース終了後の

東南 アジア研修旅行がWHOの 援助 で行 なわれ てい る。

派遣 された専門家た ちには充分 な給与 と別に住宅費が

支給 され,現 地 での生活に は事欠かぬ配慮が され ている。

また派遣 して くれ た留守 の施設に はそ こで支給 され てい

た給与 と相 当額 がJICAか ら送 られ る。以上 のごとき こ

とを理解 して下 さつて,多 くの専 門家が派遣要 員 として,

発展途上国の結核対策の援助のために加わつて下 さるこ

とを願 う次第であ る。
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